
福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
十
七
号
）
新
旧
対
照
表 

改 

正 

案 

現 

行 

（
特
別
地
区
内
の
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

（
特
別
地
区
内
の
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
十
五
条 

条
例
第
十
六
条
第
九
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

第
十
五
条 

条
例
第
十
六
条
第
九
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一
～
十 

（
略
） 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

道
路
、
広
場
、
田
、
畑
、
牧
場
及
び
宅
地
以
外
の
地
域
の
う
ち
知

事
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使
用
し
、

又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

十
一 

道
路
、
広
場
、
田
、
畑
、
牧
場
及
び
宅
地
以
外
の
地
域
の
う
ち
知

事
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使
用
し
、

又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ
～
ト 

（
略
） 

 

イ
～
ト 

（
略
） 

 

チ 

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た

者
、同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
の
許
可
を
受
け
た
者
、同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

一
般
不
定
期
航
路
事
業
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を

し
た
者
が
当
該
事
業
を
営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。 

 

チ 

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
の

規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、同
法

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
又

は
同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許

可
を
受
け
た
者
が
当
該
事
業
を
営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る

こ
と
。 

リ 

（
略
） 

リ 

（
略
） 

 

十
二
・
十
三 

（
略
） 

十
二
・
十
三 

（
略
） 

 
 

 


